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監 査 ガ イ ド ラ イ ン

Ⅲ.書類監査報告書等

  Ａ．定期書類監査報告書

Ｂ．法 令 集

基準日：令和７年９月１日

監 査 部
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【改訂履歴】

年 月 版 主な改訂内容

平成２７年１２月 初版

平成２８年 ６月 改訂 Ａ．書類監査報告書（標準監査）

Ｂ．書類監査報告書（重点監査）

Ｃ．実施要領

Ｄ．改善の手引き

27 年度の書類監査に差換え

平成２９年 ６月 改訂 Ａ．書類監査報告書

Ｂ．実施要領

Ｃ．改善の手引き

28 年度の書類監査に差換え

平成３０年 ７月 改訂 Ａ．書類監査報告書

Ｂ．実施要領

Ｃ．改善の手引き

29 年度の書類監査に差換え

令和 元年 ９月 改訂 Ａ．書類監査報告書

Ｂ．実施要領

Ｃ．改善の手引き

30 年度の書類監査に差換え

令和 ２年 ８月 改訂 Ａ．書類監査報告書

Ｂ．法令等資料集

令和元年度の書類監査に差換え

令和 ３年 ８月 改訂 Ａ．定期書類監査報告書

Ｂ．法令等資料集

令和２年度の定期書類監査に差換

え

令和 ４年 ９月 改訂 Ａ．定期書類監査報告書

Ｂ．法令集

令和３年度の定期書類監査に差換

え

令和 ５年 ８月 改訂 Ａ．定期書類監査報告書

Ｂ．法令集

令和４年度の定期書類監査に差換

え

令和 ６年 ８月 改訂 Ａ．定期書類監査報告書

Ｂ．法令集

令和５年度の定期書類監査に差換

え

令和 ７年 ９月 改訂 Ａ．定期書類監査報告書

Ｂ．法令集

令和６年度の定期書類監査に差換

え



日本貸金業協会　監査部　　行

当社（私）は、「定期書類監査報告書（令和６年度）」を提出します。

提出日　　令和 年 月 日

（必ずご記入ください）

   書類監査報告書（以下「本紙」と記載します。）の提出方法は次の３通りとなります。

　（詳しくは別紙「提出要領」をご参照ください。）

1. 協会ホームページの「WEB書類監査サイト」にログインし、WEB上で回答入力後
送信して提出。

2. 協会ホームページの「定期書類監査」のページから、本紙のExcelファイルを

ダウンロードし回答入力したものを電子メールに添付し、指定のメールアドレスに

送信して提出。

3. 本紙の設問等に回答を直接記入し、郵送等で提出（郵送料はご負担ください）。

定期書類監査報告書の提出期限は、令和７年２月２１日（金）です。

令和7年1月21日

　連絡先電話番号

監査部

　電子メールアドレス
　（任意）

＠

  及び代表者
　商号又は名称

　問合せ担当者
　（記入者）

- -

【提出方法】

【提出期限】

定期書類監査報告書（令和６年度）

　協会員番号 第 0 0 号
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◎ 点検にあたっての注意点

・ 設問の回答にあたり、あてはまる選択肢の網掛け（色付き）の部分に、〇を入力又は記入してください。

なお、実績がなくあてはまる選択肢がないときは、態勢整備ができていれば「・・・している」、態勢整備ができていなけ

れば「・・・していない」に読み替えて回答してください。

・ 設問に関する法令等については、「定期書類監査に関する法令集」を参照してください。

Ⅰ.貸金業務の実施状況について

　純資産額

　直近の純資産額は、5,000万円以上ですか。

　 　1. 5,000万円以上である

　 　2. 5,000万円未満である

　内部管理態勢の構築等

　 　1. 整備している

　 　2. 整備していない

　適正な業務運営を確保するための検証

　 　1. 行っている

　 　2. 行っていない

　不祥事件への対応

　不祥事件があったことを知った場合、２週間以内に登録行政庁に届出をしなければならないことを認識し備えていますか。

　 　1. 備えている

　 　2. 備えていない

点検01

経 営 管 理 等

　代表者、取締役及び執行役等の経営者は、自らが率先して法令遵守態勢の整備等に努める等、経営管理に係る必要な
　社内態勢等を整備していますか。

　内部管理部門（担当者）は、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切な
　モニタリング（監視、観察）・検証を行っていますか。

点検04

点検03

点検02
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　社内規則の見直し

　社内規則は、最新の法令等に対応するよう、見直しを行っていますか。

※最近の主な法令改正等

・令和6年3月 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る態勢整備期限

・令和6年3月 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に

  関する法律施行規則

・令和6年4月 貸金業法、個人情報保護法施行規則

・令和6年7月 犯罪収益移転防止法施行規則

・令和6年10月、11月 貸金業者向けの総合的な監督指針

　 　1. 行っている

　 　2. 行っていない

　変更の届出

　貸金業に係る登録事項に変更があったときは、法定の期間内に、登録行政庁に届出をしていますか。

　 　1. 届出をしている、又は事例はなかったが備えはできている

　 　2. 届出をしていない

　反社会的勢力に対する基本方針

　「反社会的勢力に対する基本方針」をどのようにして公表していますか（複数回答可）。

　 　1. ホームページへの常時掲載 

　2. 社内外に掲示・備付け

　 　3. 公表していない

　反社会的勢力対応部署による一元的な管理態勢の構築

※反社情報の入手先

 ① 暴力追放運動推進センター

 ② 特定情報照会サービス（JICC経由）

 ③ 日本クレジット協会（CIC経由）

 ④ グループ（預金取扱金融機関等）内で共有している反社情報

　 　1. 構築している

　 　2. 構築していない

法 令 等 遵 守 態 勢 、 監 督 行 政 庁 へ の 届 出 等

点検08

点検07

点検05

　反社会的勢力に関する情報（以下「反社情報」）を一元的に管理したデータベースを構築していますか（以下から情報を
　収集している場合も「1.構築している」にご回答ください）。

反 社 会 的 勢 力 に よ る 被 害 の 防 止

点検06
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　個人情報の利用目的の特定

　与信事業に際して個人情報を取得する場合、利用目的について本人の同意を得ていますか。

　 　1. 得ている

　 　2. 得ていない

　信用情報の目的外使用等の防止

　 　1. 行っている

　2. 行っていない

　 　3. 指定信用情報機関に加入していない

　個人情報保護宣言

　「個人情報保護宣言」をどのようにして公表していますか（複数回答可）。

　 　1. ホームページへの常時掲載

　2. 事務所の窓口等での掲示・備付け

　 　3. 公表していない

　顧客等に関する情報の漏えい等への対応

　 　1. 整備している

　 　2. 整備していない

　外部委託先の監督等

　 　1. 講じている

　2. 講じていない

　 　3. 外部委託は行っていない

個 人 情 報 保 護 法 、 顧 客 等 に 関 す る 情 報 管 理 態 勢

　指定信用情報機関への信用情報の提供依頼に係るアクセス管理（アクセス権限を付与された本人以外が使用することの
　防止等）を行っていますか。

　資金需要者等に関する情報及び法人関係情報（顧客等に関する情報）の漏えい等が発生した場合に、適切に責任部署
　へ報告され、対象となった資金需要者等への説明、監督当局への報告及び必要に応じた公表、その他適切な措置が
　迅速かつ適切に行われる体制を整備していますか。

　委託先における委託業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が委託業務を的確に
　遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置を講じて
　いますか。

点検13

点検12

点検09

点検10

点検11

外 部 委 託
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　取引時確認等の実施

　顧客等と新たに取引を行うに際し、犯罪収益移転防止法に基づいた取引時確認等を行っていますか。

　 　1. 行っている

　 　2. 行っていない

　取引時確認～実質的支配者の確認

　法人との取引に際して行う取引時確認において、実質的支配者の確認を行っていますか。

　 　1. 行っている

　2. 行っていない

　 　3. 法人との取引は行っていない

　確認記録の作成・保存

　取引時確認を行ったときは確認記録を作成し、契約が終了した日から７年間保存することとしていますか。

　 　1. している

　 　2. していない

　本人確認書類の適切な取扱い

　 　1. マスキングされている

　2. マスキングされていない

　 　3. 国民年金手帳や医療保険の被保険者証（保険証）・資格確認書で取引時確認は行っていない

　疑わしい取引の届出

　 　1. 備えている

　 　2. 備えていない

　特定事業者作成書面等

　 　1. 行っている

　 　2. 行っていない

点検19

　特定事業者作成書面等※を作成し、定期的に見直しを行っていますか。

※自らが行う取引がマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に利用されるリスクについて調査・分析し、その結果を記載した
   書面等（犯罪収益移転防止法施行規則第32条第1項第1号）。

点検18

取 引 時 確 認 、 疑 わ し い 取 引 の 届 出

点検15

点検16

点検17

点検14

　確認記録に添付した本人確認書類の写しについて、基礎年金番号や保険者番号及び被保険者等記号・番号の部分に
  マスキングはされていますか。

　犯罪収益移転防止法第8条に定める「疑わしい取引」にあたるかどうかを判断し、その疑いがあると認められる場合には
  速やかに行政庁に届出をしなければならないことを認識し備えていますか。
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　相談及び助言

　 　1. 紹介している、又は事例はなかったが備えはできている

　 　2. 紹介していない

　指定紛争解決機関名の各種書面への記載

　 　1. 記載している

　 　2. 記載していない

　貸金業務取扱主任者

※貸金業の業務に従事する者の数に対する主任者の数の割合が50分の１以上

　 　1. 備えている

　 　2. 備えていない

　禁止行為

　 　1. 図っている

　 　2. 図っていない

　担保を徴求する貸付け

　 　1. 確認している

　2. 確認していない

　 　3. 担保を徴求する貸付けは行っていない

点検20

　資金需要者等からの借入れ又は返済に関する相談等について、適切な外部相談機関（日本貸金業協会 貸金業相談・
  紛争解決センター等）を紹介していますか。

　貸付けを行うにあたり、貸付けの金額に比し、合理的な理由がないのに過大な担保を徴求することがないよう確認してい
　ますか。

点検24

　契約締結前及び契約締結時に交付する書面（貸金業法第16条の2、第17条）に、指定紛争解決機関の名称（日本貸金業
　協会 貸金業相談・紛争解決センター）を記載していますか。

禁 止 行 為

　営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者（以下「主任者」）の数が、予見し難い事由により法定の数※を下回るに
　至ったときは、２週間以内に法定の数に適合させるために必要な措置をとらなければならないことを認識し備えています
か。

点検23

貸 金 業 務 取 扱 主 任 者

　禁止行為（貸金業法第12条の6）に関し、役職員が社内規則等に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知
　徹底を図っていますか。

点検22

相 談 、 苦 情 及 び 紛 争 等 の 対 応 態 勢

点検21

Ⅲ－8



　利息・保証料に関する制限等

　利息制限法に規定する金額を超える利息の契約締結や受領、又はその支払いを要求していないか検証していますか。

　 　1. 検証している

　 　2. 検証していない

　みなし利息

　 　1. 認識している

　 　2. 認識していない

　勧誘

　 　1. 承諾を得ている

　2. 承諾を得ていない

　 　3. 勧誘は行っていない

　担保提供者の認識の確認

　 　1. 確認している

　2. 確認していない

　 　3. 担保を徴求する貸付けは行っていない

　連帯保証の説明

　 　1. 説明している

　2. 説明していない

　 　3. 保証契約は締結していない

点検25

点検26

点検29

契 約 に 係 る 説 明 態 勢

　金銭の貸付けに関し、債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもって
　するかを問わず、利息とみなされることを認識していますか（ただし、貸金業法第12条の8第2項で除外されたものはこの
　限りではありません）。

点検28

　不動産等の物的担保を徴求する貸付けを行うにあたり、担保権が実行され当該担保物件を失うこととなった場合の
　担保提供者の具体的な認識を確認していますか。

　保証契約を締結しようとする場合には、連帯保証人は催告の抗弁及び検索の抗弁が主張できないことや分別の利益が
　ないことを説明していますか。

点検27

利 息 ・ 保 証 料 等 に 係 る 制 限 等

　債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を
　得ていますか。
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　経営者保証に関するガイドライン

　 　1. 説明している

　2. 説明していない

　 　3. 経営者等と保証契約は締結していない

　加入指定信用情報機関の商号等の公表

　 　1. 店頭でのポスター（自社で作成したものを含む）掲示

　2. ホームページへの掲載

　3. 公表していない

　 　4. 指定信用情報機関に加入していない

　借入れ意思の確認

　 　1. 確認している

　 　2. 確認していない

　成年年齢引下げを踏まえた対応

　 　1. より慎重な調査を行っている

　2. 特に慎重な調査は行っていない

　 　3. 若年者に対する貸付けは行っていない

　指定信用情報機関を使用した調査

　 　1. 使用している

　2. 使用していない

　 　3. 個人である顧客等と貸付けの契約は締結していない

点検30

点検31

過 剰 貸 付 け の 防 止 、 個 人 信 用 情 報 の 提 供 等

　借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自身に記入させること等により、顧客の借入れの意思を
　確認していますか。

　個人である顧客等（保証人予定者を含む）と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力調査を行うに際し、
　指定信用情報機関が保有する信用情報を使用していますか。

　18、19歳の若年者（以下「若年者」）との間で貸付けの契約を締結しようとする場合、資金使途を確認するとともに、名義の
　貸借やマルチ商法等について注意喚起を行い、不自然な点が見受けられる場合には聴き取りを行う等、より慎重な調査を
　行っていますか。

点検33

　中小企業・小規模事業者等の経営者等（以下「経営者等」）との間で保証契約を締結する場合、「経営者保証に関する
　ガイドライン」に基づき、主債務者と保証人に対して丁寧かつ具体的に説明していますか。

　指定信用情報機関（ＪＩＣＣ・ＣＩＣ）に加入している場合、指定信用情報機関の商号又は名称をどのようにして公表して
　いますか（複数回答可）。

点検32

点検34
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　総量規制

　個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約で、総量規制を超えることとなる契約を締結していますか。

　 　1. 総量規制を超えることとなる契約は締結していない

　2. 除外貸付け・例外貸付けを行っている 

　3. 締結している（2.以外で） 

　 　4. 個人顧客を相手方とする貸付けは行っていない

　貸付審査（法人）

　 　1. 受けている

　2. 受けていない

　 　3. 法人に対する貸付けは行っていない

　除外貸付け（貸金業法施行規則第10条の21）

　 　1. 取得している

　2. 取得していない

　 　3. 不動産関連の除外貸付けは行っていない

　例外貸付け（貸金業法施行規則第10条の23）

　 　1. 取得している

　2. 取得していない

　 　3. 個人事業者向けの例外貸付けは行っていない

　途上与信調査

　 　1. 行っている

　2. 行っていない

　 　3. 極度方式貸付けは行っていない

　基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置

　 　1. 講じている、又は調査したが該当する契約はなかった

　2. 講じていない

　資金需要者等が法人である場合、事業の実態を確認する書類等（商業登記簿謄本等）及び返済能力を確認する書類等
　（決算書、資金繰り表、事業計画書等）の提出を受けていますか。

　不動産の建設、購入、改良等に必要な資金の貸付けに係る契約を行う場合、除外貸付けに該当することを証明する書面
等
　（不動産の売買契約書、建設工事の請負契約書等）を取得していますか。

　個人事業者向けの例外貸付けを行う場合、例外貸付けに該当することを証明する書面等（例えば確定申告書等の事業
　実態を証した書面、事業計画・収支計画・資金計画等の書面）を取得していますか。

　個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、定期又は随時の途上与信調査（貸金業法第13条の3）を
　指定信用情報機関の保有する信用情報を使用して行っていますか。

　途上与信調査の結果、基準額超過極度方式基本契約（貸金業法第13条の3第5項）に該当すると認められるときは、
  極度額の減額や新たな極度方式貸付けの停止等の必要な措置を講じていますか。

点検40

点検37

点検38

点検39

点検36

点検35
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　 　3. 極度方式貸付けは行っていない
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　広告審査

　 　1. 承認を得ている

　2. 承認を得ていない

　 　3. 承認が必要な広告は出稿していない

　ホームページ広告の遵守事項

　 　1. 遵守している

　2. 遵守していない

　3. ホームページでは貸付けに係る商品を紹介していない

　 　4. ホームページは開設していない

　契約締結前の書面の交付

　 　1. 検証している

　 　2. 検証していない

　保証契約締結前の書面の交付

　1. 交付している

　2. 前日までの交付が適用されない保証人（自主規制基本規則第34条第5項）のみの取扱いのため当日までに交付している

　3. 交付していない

　 　4. 保証契約は締結していない

　契約締結時の書面の交付

　 　1. 検証している

　 　2. 検証していない

　個人向け無担保無保証の貸付けの契約に係る広告（「テレビCM」「新聞広告」「雑誌広告」「電話帳広告」）を出稿するに
  あたり、協会の審査機関から承認を得ていますか。

41

42

　自社ホームページを開設している場合、貸付けに係る商品を紹介するページの表示や表現等について、「貸金業者の
　広告に関する細則」（令和5年10月31日新設）で定める事項を遵守していますか。

43

─

44

45

　貸付けに係る契約を締結しようとする場合に交付する書面（契約締結前の書面・貸金業法第16条の2）について、法令等で
　定める事項が適正に記載されているか検証していますか。

　自主規制基本規則第24条第2項の規定に基づき、保証人（保証業者を除く）となろうとする者に、保証契約締結前の書面
　（貸金業法第16条の2第3項）を保証契約締結日の前日までに交付していますか。

　貸付けに係る契約を締結したときに交付する書面（契約締結時の書面・貸金業法第17条）について、法令等で定める事項
　が適正に記載されているか検証していますか。

⌐ ∆ ╢
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